
令和８年２月１７日（火）

令和８年１月１日（木）～２月１０日（火）（必着）

１　採用予定人員等

２　受験資格（年齢制限はありません。）

　　次の（１）から（３）までの全ての要件を満たす人

　（１）次のいずれかに該当する人（令和８年３月末までに取得見込みの人を含む。）

　　　ア　社会福祉士資格、精神保健福祉士資格又は臨床心理士資格のいずれかを有する人

　　　イ　保健師免許、理学療法士免許又は作業療法士免許のいずれかを有する人

　　　ウ　社会福祉主事任用資格を有する人

　（２）次のいずれかに該当する人（令和８年３月末までに取得見込みの人を含む。）

　　　ア　日本国籍を有する人

　　　イ　出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）による永住者

　　　ウ　日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平

　　　　成３年法律第７１号）による特別永住者

　（３）次のいずれにも該当しない人

　　　ア　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

　　　　までの人

　　　イ　広島市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

　　　ウ　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

　　　　ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

　　　エ　平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心神耗弱を原因と

　　　　するもの以外）

　　※　学校卒業後就職が決まらず、求職中の方も、上記の受験資格を満たす場合には申し込むこと

　　　ができます。

３　試験の日時、会場、合格発表

　　　〔注〕(1)　試験当日は、筆記用具（鉛筆、消しゴム等）を持参してください。

　　　　　　(2)　試験の結果は、合否にかかわらず受験者全員に通知します。

　　　　　　(3)　電話・メール等での合否の問合せは受け付けません。

２月１７日（火）

広島市役所本庁舎９階第１会議室
（中区国泰寺町一丁目６番３４号）

２月２５日(水)
（発送予定）

午前９時００分集合

（正午頃終了予定）

（午前８時４５分頃開場予定）

勤　務　場　所

若干名

障害者虐待防止に係る相談・支援業務
（通報・届出の受理、被虐待者及び虐
待者等に対する相談・助言・支援、広
報その他啓発活動など）

健康福祉局
障害福祉部障害福祉課

(中区国泰寺町一丁目６番３４号）

日　　　　時 会　　　　　　場 合格発表

採用予定人員 職　　務　　概　　要

令和７年度（２０２５年度）
広島市会計年度任用職員（障害者虐待相談員）募集案内

試 験 日

受 付 期 間

広島市健康福祉局障害福祉部障害福祉課

令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） １ 月 １ 日



４　試験の内容

　文章による表現力等についての筆記試験［４０分：約８００字］

（前回試験の出題テーマ：

　「障害者が暮らしやすい社会にするために行政に求められること」）

５　申込手続及び受付期間

　（１）提出書類

　　　ア　申込書（最近３か月以内に撮影した写真（正面向き、脱帽、上半身のもの）を必ず貼って

　　　　ください。）

　　　イ　「２　受験資格」の（１）に定める資格又は免許を有することの証明書の写し

　　　　なお、提出書類は受付後、返却しません。

　（２）提出先

　　　　〒７３０－８５８６

　　　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　　　　広島市健康福祉局障害福祉部障害福祉課

　（３）受付期間

　　　　令和８年１月１日（木）から２月１０日（火）まで（必着）

　　　　ただし、持参の場合は、１月５日（月）以降、土曜日、日曜日及び祝日を除き、午前８時３

　　　０分から午後５時１５分まで。郵送による申込みは、２月１０日（火）までに上記の提出先に

　　　到着したものに限り受け付けます。消印有効ではありませんので、気を付けてください。

　　　　なお、２月５日（木）以降に投函される場合は速達としてください。

　（４）個人情報の取扱い

　　　　申込書等に記載された個人情報については、採用選考試験及び採用に関する事務の目的にの

　　　み使用します。

６　採　　用

　（１）合格者は、令和８年４月１日に採用する予定です。

　（２）日本国籍を有しない人で、「永住者」又は「特別永住者」の在留資格あるいは日本国籍を取

　　　得見込みの人は、令和８年３月末までに取得できない場合は、採用される資格を失います。

　（３）「２　受験資格」の（１）に定める資格又は免許を取得見込みの人は、令和８年３月末まで

　　　に取得できない場合は、採用される資格を失います。

　（４）採用は全て条件付で、原則として採用から１か月間を良好な成績で勤務したときに正式採用

　　　となります。

７　待遇、勤務条件等

　（１）任用期間

　　　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

　　　（令和９年４月１日以後について、人事評価等に基づき、引き続き１年ごとに勤務（再度の任

　　　用）をお願いすることがあります。ただし、再度の任用は、６５歳に達する日の属する年度の

　　　末日を超えては行いません。)

　（２）勤務日、勤務時間

　　　　原則として、勤務日は月曜日から金曜日までの週５日、勤務時間は午前９時１５分から午後

　　　４時までの５時間４５分（休憩時間は正午から午後１時までの１時間）の週２８時間４５分で

　　　す。

　（３）勤務を要しない日

　　　　土曜日、日曜日、祝日、１２月２９日から翌年の１月３日まで及び８月６日

科　目　等 内　　　　　　　　　容

作　　 　文

　主として人物、識見等についての個別面接面　　 　接



　（４）給与等

　　　　初任給　　報酬月額　　　約１９８，０００円（地域手当を含む。）

　　　　　　　　　年収見込　約３，３１０，０００円（期末手当及び勤勉手当を含む。）

　　　　このほかに交通費及び時間外勤務手当が規定に基づいて支給されます。

　　　　なお、上記金額は令和８年度予定の金額となります。今後、給与改定等により変更となる場

　　　合があります。

　（５）加入保険等

　　　　健康保険（広島市職員共済組合）、厚生年金保険、公務災害補償制度及び雇用保険の適用並

　　　びに年次有給休暇制度があります。

　（６）その他

　　　　市役所は庁舎内全面禁煙です。

８　その他、受験に際しての注意事項

　（１）受験票は送付しませんので、試験当日、直接会場にお越しください。

　（２）試験会場には駐車できませんので、車での来場はご遠慮ください。

　（３）不明な事項があれば、下記の問合せ先にご連絡ください（試験の内容に関わる質問にはお答

　　　えできません。）。

広島市役所本庁舎３階

〒７３０－８５８６　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

FAX：（０８２）５０４－２２５６

TEL：（０８２）５０４－２１４７

広島市健康福祉局障害福祉部障害福祉課

◇　問　　合　　せ　　先　◇


